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別 紙 

会 議 の 経 過 
令和４年９月６日（火） 

午 前 ９時２９分 開議  

◎ 開会・開議の宣言 

○議長（濱野茂樹君） 皆さん、おはようございます。 

 本日、９月定例会が招集されましたところ、議員をはじめ関係者の皆様方には、ご壮健にてご出

席をいただき、ここに開会できますことは、誠にご同慶に堪えないところであります。 

 また、ここに改めて、議員の皆様の日頃からの町政進展のため、ご尽力を賜わっていることに対

しまして、敬意を表する次第であります。 

 町長から提出されました案件は、令和３年度決算認定、令和４年度一般会計補正予算をはじめ、

条例の一部改正など１３件であります。 

 ９月議会は、前年度の会計決算を審議する決算議会とも呼ばれており、決算審査は次の予算編成

につなげるための大事な審査であり、未来に向けたプロセスであります。 

 そして、今期定例会が任期中最後の定例会となります。議員の皆様におかれましては、格別のご

精励を賜わりまして、いつも以上に活発に議論いただくとともに、慎重にご審議の上、それぞれ適

切なるご決定をいただきますようお願い申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。 

 初めに、町長より招集の挨拶を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

 令和４年第３回伊根町議会定例会の招集に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 台風１１号でありますが、現在、日本海を北上中であります。間もなく当地域、最接近状況に入

ろうかと思いますが、暴風域には入りませんので、雨・風の警報は出ないようであります。 

 しかしながら、大気の状態は大変不安定でありますので、局地的雷雨には注意が必要でございま

す。また、海上では風も強く、うねりを伴って、しける見込みでございますので、漁業者の皆さん

には細心の注意をお願いするものでございます。 

 新型コロナ感染症は、その発生から２年半を超えました。そして現在、第７波の襲来を受けてお

り、最近、減少傾向にあるものの、その出口はいまだ見えておりません。現実に、全国的に救急搬

送の支障や医療圧迫が起きており、感染予防には極めて留意する必要がございます。 

 町内の感染者も、８月だけで７６名を数えております。これまでと比較にならない状況であるこ

とは、日々「いねばん」でお知らせをしているところでございます。こういった状況に鑑み、大変

苦渋の決断ではございますが、予定をしておりました伊根町敬老会の中止を決断したところでござ

います。 

 また、例年の伊根町の町民運動会、各地区の運動会、そして、伊根町一周駅伝競走大会につきま

しても、残念ながら協議の末、中止を余儀なくされたところでございます。３年続けて、こういっ

た行事を中止しなければならないことは大変残念ではありますが、致し方ないことかと思うところ

でございます。 

 厚生労働省からは随時、感染予防に必要な措置、ガイドライン等が出されておりますが、とりわ

け換気の必要性が強くうたわれております。これらに基づき、感染予防対策を広報・啓発し、町民、

事業者の皆さんの感染予防に努めてまいりたく思います。 

 また、政府は５回目のワクチン接種も検討されております。具体的な方法が示され次第、速やか

に対応できるよう準備を進めてまいります。 

 さて、私が、そして皆様も同じでございますが、平成３０年に町民の皆様方からの負託をいただ

き、町政を担わせていただきましてから、本任期における最終の定例会となりました。 

 この４年間、第５次総合計画の「人が活き生き」、そして、それに続く第６次総合計画の「みん

なで創る ええまち」、これらを伊根町の大看板に据え、伊根町民の最大多数の最大幸福、伊根町

の振興・発展のため尽力してまいりました。しかしながら、この任期大半をコロナ、コロナで明け

暮れたわけでございます。 
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 そういう中、町民の皆さんは、日々の生活や社会経済活動に大きな制約を受けました。そして、

伊根町行政の仕事もしかりでありました。そんな中にあって、町民の皆さんの命と健康、暮らしと

生活を守る、これを第一義に据え、職員共々、一生懸命その対応に当たりました。また、町の抱え

る多くの課題にも取り組み、こういう状況下なりに、それなりに歩を進めることができたように思

います。 

 また、私自身、大きな病に伏すこともなく、大過なく任期を全うできますこと、これもひとえに

町民の皆様、議会の皆様、そのご理解とご支援、ご協力のたまもの、そして、役場職員の、役職員

の奮闘のたまものでございます。ここに、全ての皆様に心より御礼を申し上げます。感謝申し上げ

る次第であります。 

 次期の進退につきましては、佐戸議員より一般質問をいただくと聞いておりますので、その答弁

の中でお示しをさせていただきたいと思います。 

 本日の議案等の内容につきましては、提案理由によりご説明申し上げますので、ご審議の上、何

とぞご可決賜わりますようお願いを申し上げ、本定例会開会のご挨拶といたします。 

 どうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） ただいまの出席議員は全員です。 

 ただいまから令和４年第３回伊根町議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定によって、議長において 

           ２番、上 辻 議員 

           ８番、佐 戸 議員を指名します。 

 以上の両議員に差し支えのある場合は、次の号数の議席の議員にお願いいたします。 

 

◎ 日程第２ 会期の決定 

○議長（濱野茂樹君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

 去る８月３０日の議会運営委員会で協議の結果、今期定例会の会期は、本日から９月２２日まで

の１７日間ということで決定いただきました。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月２２日までの１７日間にしたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２２日までの

１７日間と決定しました。 

 なお、会期中の会議予定については、お手元に配付の会期及び審議予定のとおりであります。 

 

◎ 日程第３ 諸般の報告 

○議長（濱野茂樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 陳情書は、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、諸会議等へ議員等の出席された状況は、公務報告のとおりであります。 

 監査委員から報告のあった例月出納検査結果については、事務局で保管しておりますので、必要

な方はご閲覧ください。 

 次に、私のほうから、後期高齢者医療広域連合議会定例会及び府政懇談会に出席いたしましたの

で、報告させていただきます。 

 ８月２２日、京都府町村議会議長会の府政懇談会が京都市内で開催され、出席してまいりました。 

 国道１７８号、里波見から長江間改修事業の早期完成について、学校におけるＩＣＴ支援人材等

の支援について、大学入学共通テストの丹後への試験会場設置の実施について、西脇知事に要望さ

せていただきました。要望内容等につきましては、皆様に既に配付のとおりであります。 
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 ８月２６日、京都府後期高齢者医療広域連合議会第２回定例会が招集され、出席いたしました。

副広域連合長の任期満了による選任等の人事案件１件、条例の改正１件、補正予算２件、決算２件、

専決処分の承認２件、請願２件が審議され、請願を除き全て可決されました。 

 以上です。 

 次に、大谷副議長から、京都地方税機構議会定例会及び宮津与謝環境組合議会臨時会についてご

報告いただきます。６番、大谷議員。 

○６番（大谷 功君） それでは、私のほうから、２つの会議について報告をいたします。 

 ７月２９日、宮津与謝環境組合議会臨時会が開催され、伊根町議会から山根朝子議員と出席をし

ました。 

 議会では、議長に河原末彦宮津市議会議員、副議長に山﨑良磨与謝野町議会副議長、それから、

監査委員に私を選出し、閉会しました。その後、全員協議会が開催され、焼却飛灰のダイオキシン

類濃度の再超過に係る対応のその後について、ペットリファインテクノロジー株式会社とのペット

ボトル水平リサイクルに関する包括連携協定の締結についての２議題について説明を受けました。 

 次に、８月２日、ホテルルビノ京都堀川におきまして京都地方税機構議会定例会が開催をされ、

出席をしてきました。議事は、まず副議長選挙が行われ、全員賛成で亀岡市議会の福井英昭議員を

選出し、副広域連合長に与謝野町長、山添藤真氏の選出に同意をいたしました。第１号議案の令和

３年度京都地方税機構一般会計歳入歳出決算認定について、賛成多数で認定され、閉会をいたしま

した。 

 以上でございます。 

○議長（濱野茂樹君） 次に、松山総務委員長から、宮津与謝消防組合議会臨時会及び総務委員会

についてご報告いただきます。７番、松山議員。 

○７番（松山義宗君） 総務委員会の報告をいたします。 

 ６月１０日に総務委員会を開催し、今後の取組として、（仮称）筒川地区コミュニティセンター

事業について、それと、小学校のＩＣＴ化、耐力度調査についての説明を受けることを確認いたし

ました。 

 ７月６日、小学校ＩＣＴ化の実情を伊根小学校、柴田校長から説明がありました。また、学校耐

力度調査結果について、教育委員会から方針が示されました。 

 ７月１３日、（仮称）筒川文化センター跡地利用について、計画されているコミュニティセンタ

ー事業について、スケジュール、概算事業費、ゾーニング等の説明を総務課より受けました。 

 ８月１８日、ＩＣＴの学校の授業について、現場視察等で出された意見の中で、支援員の重要性

に鑑み、ＩＣＴ支援員の配置等を求める意見書提出について検討し、決定をいたしました。 

 ７月２９日に宮津与謝消防組合議会臨時会が招集され、濱野議長と出席してまいりました。議長

選挙で、宮津市の德本議員が選出されました。職員給与に関する専決処分が提出され、承認されま

した。 

 以上です。 

○議長（濱野茂樹君） 最後に、佐戸産業建設委員長から、産業建設委員会についてご報告いただ

きます。８番、佐戸議員。 

○８番（佐戸仁志君） ６月１０日、議会終了後、産業建設委員会を開き、地域整備課長に出席い

ただき、漁業の現状について質問し、回答を得ました。 

 ６月２２日、議会終了後、産業建設委員会を開き、漁業振興について話し合い、伊根町に移住さ

れた漁業に従事している若者の意見を聞くということといたしました。 

 ７月１９日、蒲入公民館において、委員４名出席し、蒲入水産の若者移住者４名に出席していた

だき、多くの意見を聞くことができました。参考にしたく思います。 

 以上です。 

○議長（濱野茂樹君） 以上で諸般の報告を終わります。 

 

◎ 日程第４ 行政報告 

○議長（濱野茂樹君） 日程第４、行政報告を行います。 
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 町長から行政報告の申出がありました。 

 令和３年度伊根町財政健全化判断比率の報告について及び令和３年度伊根町公営企業会計資金不

足比率の報告についてをお願いいたします。鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） それでは、平成３年度の財政健全化判断比率と公営企業会計資金不足

比率についてご報告を申し上げます。 

 財政健全化判断比率の報告につけております、Ａ４横長でホチキス留めの資料に基づきまして説

明を申し上げます。 

 まず、１枚目でございます。左上に総括表①と、小さい数字でございますが記載してございます、

この表でございます。 

 これは、健全化判断比率の４指標を記載しております。上段の表が、本町の令和３年度決算数値

でございます。下段の表が、それらの数値を対比させる早期健全化基準と財政再生基準の表でござ

います。 

 まず、実質赤字比率でございますが、一般会計等で、一般会計に訪問看護事業を含んだ数値でご

ざいます。いずれの会計も実質黒字の決算となりましたので、実質赤字比率は出てきません。 

 次に、隣の連結実質赤字比率ですが、一般会計と７つの特別会計、伊根町の全ての会計を合算し

たものです。本町の全ての会計で実質赤字がありませんので、こちらも数値としてはございません。 

 それぞれの会計の状況につきましては、裏面の総括表②に数値がございます。 

 連結実質赤字に、計算上のマイナス数字が立ってございます。つまり、赤字の比率はマイナス、

黒字であるという表でございます。欄外の注記、小さい字でございますが、米印で記載があります

とおり、黒字の場合は負の値、マイナスと出ております。 

 ご覧いただきますと、一般会計等の部分の実質赤字比率につきましてはマイナス１０．４３、一

番右下の連結実質赤字比率につきましてはマイナス１３．１０でございます。 

 ３つ目の実質赤字比率でございます。 

 さらに、次の表の総括表③をご覧いただけますでしょうか。 

 中段右端に、総括表①に示されております実質公債費比率と同じ数字でございますが、８．２で

示されております。これが、令和３年度の決算上の実質公債費比率になります。この数値につきま

しては、その少し左側にございます令和元年度、２年度、３年度の３か年平均の数字でございます。 

 昨年決算、令和２年度の決算数値では、この８．２の数字が７．５でございました。若干の悪化

という状況にはなってございます。 

 実質公債費比率は、今も申し上げましたとおり、平成３０年度から徐々に徐々に数値が高まって

きております。主な理由としましては、近年の事業、伊根中学校改築事業でありますとか舟屋日和

の建設事業、宮津与謝環境組合に対する負担金、これらによって起債しましたものの償還、特に過

疎対策事業の元金償還が増加したことによる影響でございます。 

 現在の町債の借入れの状況では、一般会計、下水道事業特別会計で、令和６年度に元利償還金が

ピークを迎える想定でございます。それらを合算した全ての会計の元利償還金でも、一般会計と下

水が大きいもので、令和６年度に元利償還のピークを迎えるということになります。 

 それぞれの会計の年度別償還表につきましては、決算附属書の１１６ページに記載してございま

すので、またご参考にご確認いただけましたらと思います。 

 最後に、総括表④、一番最後でございます、将来負担比率でございます。 

 一番最後を見ていただきますと、上段の表は、地方債現在高を中心に将来負担額が記載されてお

ります。中段の表は、基金残高などの充当可能財源の表でございます。 

 そして、下段に割算の数式が示されておりまして、単純には、交付税算入されない残債額と基金

残高の差、この差で基金が上回りますことから、現時点で今あります起債を償還が可能ですよとい

う説明になりまして、その結果、将来負担の比率、一番下段の右端なんですけれども、この数値が

出てこないということになります。その下に、赤で小さくマイナス５６．７と。これもマイナスに

なりますので、計算上は数値が出てこないというものでございます。 

 続きまして、次の公営企業会計資金不足比率の報告を申し上げます。 

 こちらの表につきましては、Ａ３の横長なんですけれども、数値そのものが非常に細かくなって
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おりますので、ただいまご報告申し上げました健全化判断比率の総括表②、１枚目めくっていただ

きました裏面の総括表②のほうをご覧いただけますでしょうか。 

 こちらに同じ数字がございます。連結実質赤字比率等の状況の表の右の表の下段側です。簡易水

道特別会計と下水道事業特別会計、こちらの実質収支の金額がここに書いてございます。いずれも

黒字の決算でございますので、資金不足は生じていないというものでございます。 

 ざっと走った説明になりましたが、以上で報告を終わります。 

○議長（濱野茂樹君） 監査委員からの審査意見書につきましては、お手元に配付のとおりであり

ます。 

 以上で行政報告を終わります。 

 

◎ 日程第５ 議案第４９号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第５、議案第４９号 令和３年度伊根町歳入歳出決算認定についてを

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第４９号 令和３年度伊根町歳入歳出決算認定についてでございます。 

 一般会計及び７特別会計の歳入歳出決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、

別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。 

 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症に対し、ワクチン接種、経済対策と、矢継ぎ早の対応

を行ってまいりました。 

 ワクチン接種では、当初、１８歳以上の全国民を対象に実施することが決定され、その後、段階

的に５歳以上にまで拡大をされました。 

 本町では、令和２年度から準備を始め、会場設営、リハーサルなど全職員が対応することで、全

国に先駆けて接種を進めることができました。しかしながら、一方では、その状況が報道されたこ

とにより、コールセンターや役場に接種反対の電話が殺到するなど、ワクチン接種だけでなく、通

常業務にまで支障を来す事態にも直面をいたしました。一時的には町民の皆様からの電話もつなが

りにくい状態になるなど、大変ご心配をおかけいたしました。 

 しかし、そんな中でも、町民の皆さんからは、ワクチン接種を素早く進めた対応に対して、激励

の言葉をいただき、とても心強い思いを致しました。 

 令和３年度は、感染防止対策と経済対策、生活困窮者対策など、新型コロナウイルス感染症対策

地方創生臨時交付金を活用した事業を２６事業実施いたしました。事業費では１億３，５００万円

でございます。 

 これらの事業を実施しながらも、新型コロナワクチンの接種事業では、１回目から３回目までを

実施し、３回目の接種も１，６３５人の方に受けていただき、接種率は８６．３％、全国的には前

年度末の３回目接種率は、当時約４０％にとどまっている中、極めて高い接種率が達成できており

ます。 

 そのほか、公設民営型で、現在「うらなぎ丸」として営業している観光施設整備、再生可能エネ

ルギー活用の「いねタク」の実証実験と本格運行に向けた車両整備などを行い、懸案事項の解決に

向けた事業が実施できました。 

 今後も、住民の皆さんの命と健康、暮らしと生活を守り、第６次伊根町総合計画の目標である

「みんなで創る ええまち」のその実現に向け、さらに努力する所存でございます。 

 それでは、お手元の令和３年度歳入歳出決算書の決算総括表をご覧ください。 

 金額は１，０００円未満を省略して報告いたしますので、ご了承願います。 

 一般会計は、収入済額３７億３，０９４万７，０００円、支出済額３４億１，３８２万

７，０００円、差引残額３億１，７１１万９，０００円、うち明許繰越額１億７５５万円、事故繰

越額６４９万円となりました。 

 国民健康保険特別会計（事業勘定）は、収入済額３億５，００６万４，０００円、支出済額３億

３，８５０万１，０００円、差引残額１，１５６万２，０００円、うち基金繰入額５８０万円です。 

 伊根診療所勘定は、収入済額８，６２０万１，０００円、支出済額８，２１６万３，０００円、
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差引残額４０３万７，０００円。 

 本庄診療所勘定は、収入済額６，３６５万１，０００円、支出済額６，３５５万４，０００円、

差引残額９万６，０００円。 

 簡易水道特別会計は、収入済額１億６，０３３万４，０００円、支出済額１億５，６５１万

６，０００円、差引残額３８１万８，０００円、うち明許繰越額２０万円。 

 下水道事業特別会計は、収入済額１億２，３２７万７，０００円、支出済額１億２，２８４万

７，０００円、差引残額４２万９，０００円、うち明許繰越額３９万７，０００円。 

 財産区特別会計は、収入済額３１８万６，０００円、支出済額も同額で、差引残額なしでござい

ます。 

 介護保険特別会計（保険事業勘定）は、収入済額４億６，１４５万９，０００円、支出済額４億

４，５７５万５，０００円、差引残額１，５７０万４，０００円。 

 介護サービス事業勘定は、収入済額４２６万５，０００円、支出済額２６０万８，０００円、差

引残額１６５万７，０００円。 

 訪問看護事業特別会計は、収入済額２，４６７万２，０００円、支出済額２，４６４万

９，０００円、差引残額２万３，０００円。 

 後期高齢者医療特別会計は、収入済額４，０９８万３，０００円、支出済額４，０８５万

７，０００円、差引残額１２万６，０００円。 

 以上、一般会計及び７特別会計決算についての提案説明といたします。 

 なお、８日の全員協議会にて、各担当課長等から決算附属書により、事業の結果、効果等につい

てご説明申し上げますので、ご審議の上、認定賜わりますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 監査委員からの審査意見書については、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、令和３年度伊根町歳入歳出決算認定については、９月８日の全員協議会にて決算附属書に

より細部説明を受けることといたします。 

 

◎ 日程第６ 議案第５０号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第６、議案第５０号 令和４年度伊根町一般会計第３回補正予算を議

題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５０号 令和４年度伊根町一般会計第３回補正予算でございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額に７，６２６万８，０００円を追加し、３３億９，１４１万２，０００円とす

るものでございます。 

 ２ページ、３ページをお願いいたします。 

 歳入です。 

 １０款１項地方交付税１億５，８１５万１，０００円の増額です。今年度の普通交付税は１６億

５，６３３万円と決定いたしました。 

 １４款国庫支出金 １項国庫負担金３３３万５，０００円の増額は、現年発生災害復旧事業負担

金でございます。２項国庫補助金５２７万５，０００円の増額は、戸籍情報関連の電算システム改

修事業補助金の増額などによるものでございます。 

 １５款府支出金 ２項府補助金３６１万９，０００円の増額は、「京の米」イノベーション事業

補助金の増額などによるものでございます。 

 １８款繰入金 ２項基金繰入金９，５８３万７，０００円の減額は、財政調整基金取崩しによる

一般財源を普通交付税に置き換えたほか、公共残土処分場管理事業の財源として、使用料管理基金

を繰り入れるものなどでございます。 

 ２０款諸収入 ７項雑入２万９，０００円の増額です。 

 ２１款町債 １項町債１６９万６，０００円の増額は、緊急自然災害防止対策事業で、土木債の

増額などでございます。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。 
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 次に、歳出でございます。 

 今回は、４月の人事異動に伴う人件費の整理を行っておりますので、その部分につきましては説

明を省略させていただきます。 

 １款議会費 １項議会費４５万５，０００円の減額です。 

 ２款総務費 １項総務管理費２，１５１万５，０００円の増額です。人件費のほか、議会から要

望を受けた議員報酬に関する諮問を行うため、特別職報酬審議会の経費を計上しております。また、

財産管理費で、役場庁舎の地域整備課側のエアコンが故障したため、対応経費を計上したものなど

でございます。 

 ２項徴税費５万１，０００円の減額、３項戸籍住民基本台帳費８４８万４，０００円の増額、

４項選挙費４万４，０００円の増額。 

 ３款民生費 １項社会福祉費１，７６１万７，０００円の減額、２項児童福祉費６５８万

４，０００円の減額です。 

 ４款衛生費 １項保健衛生費１８万８，０００円の増額です。２項清掃費８０万６，０００円の

増額です。 

 ６款農林水産業費 １項農業費２８１万１，０００円の増額です。「京の米」イノベーション事

業で、コンバイン整備補助のほか、新井地区の農道修繕に関する補助金の計上などでございます。 

 ２項林業費２５０万２，０００円の増額は、林道管理で側溝修繕等の増額分でございます。 

 ３項水産業費２１５万７，０００円の増額です。漁港管理費で、浦島漁港の堆積した砂の移動費

用のほか、新井・本庄・伊根漁港の舗装修繕費などを計上しております。 

 ７款商工費 １項商工費３１万６，０００円の増額です。人件費の減額のほか、舟屋の里公園の

高圧受電設備の更新工事費を計上いたしました。 

 ８款土木費 １項土木管理費２，５６４万３，０００円の増額です。人件費のほか、残土処分場

の埋立て後ののり面整形などで、盛土の崩壊を防ぐための土質改良を行う業務などを追加するもの

でございます。 

 ２項道路橋梁費２，３２９万９，０００円の増額です。町道本庄上野村線と亀島本庄浜線の緊急

自然災害防止対策を町道改良事業で計上しております。 

 １０款教育費 １項教育総務費６３１万２，０００円の増額、２項小学校費２３万９，０００円

の増額、３項中学校費９万８，０００円の減額、６項社会教育費１５５万７，０００円の増額です。 

 ほっと館管理運営費で、平田地区の文化振興・多世代交流施設完成後、現在のほっと館図書情報

室の活用方法として、役場庁舎の狭隘な事務スペースに対処するため、教育委員会事務局と議会事

務局の移転を計画いたしました。現在の図書情報室を事務室に改修するための設計費用を計上して

おります。この移転によって、教育長室、教育委員会事務局のスペースを地域整備課の事務室と会

議室に転用することなどを計画しております。 

 １１款災害復旧費 ３項公共土木施設災害復旧費５２０万円の増額です。６月２４日から２５日

にかけての梅雨前線豪雨で被災した町道朴丸薦池線の災害復旧費でございます。 

 次に、６、７ページをお願いいたします。 

 第２表地方債の補正です。 

 追加の公共交通確保維持費は、丹後鉄道の基盤維持関係で、当初計上分の事業内容精査によって、

過疎債のソフト分をハード分に変更するための追加でございます。災害復旧債は町道朴丸薦池線の

補助残分、臨時財政対策債は算定による額の確定、町道改良は緊急自然災害防止対策を追加するた

めの増額でございます。 

 細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜わりますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 議案第５０号 令和４年度伊根町一般会計第３回補正予算について説

明（各担当課長説明記載省略） 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。１番、和田議員。 

○１番（和田義清君） ３０ページの先ほど教育委員会からご説明いただいた、漏れていた部分の
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２３万９，０００円、情報漏えい対策。これ、もう少しちょっと、どの部分のどういったものが漏

れていて、情報漏えい対策の詳細というか、その辺をお聞かせ願えますか。 

○議長（濱野茂樹君） 増井次長。 

○教育次長（増井和彦君） すみません、情報セキュリティー対策システムで、当初予算要求時に

サーバーライセンス保守料、小学校２校分を漏らしておりました。これについては、ＩＴの資産管

理のツールでして、資産管理だとかログ管理だとかセキュリティー管理、デバイス管理、こういっ

たものが一つの製品でできる、こういった製品に対するライセンスの保守料が抜けておったという

ものでございます。 

○議長（濱野茂樹君） １番、和田議員。 

○１番（和田義清君） ということは、先生方とか児童の個人情報とか、そういった類いのもので

はなくということですね。 

 原因として、記載漏れというか、計上漏れの原因とかが分かれば、教えていただきたいんですけ

れども。 

○議長（濱野茂樹君） 増井次長。 

○教育次長（増井和彦君） 業者から見積りをいただきまして、その単なる計上漏れでございます。

申し訳ございせん。 

○議長（濱野茂樹君） ４番、中嶋議員。 

○４番（中嶋 章君） すみません、２０ページのマイナポイント事業に関する、ちょっとお尋ね

したいんですけれども、国は今年度３月までに１００％を目指すというような、マイナンバーカー

ドの普及を目指すという、なっているんですけれども、本町では今現在、どのような普及率という

んですか。各地区、今個別で、出張で申込受付をされているんですけれども、現状はいかがでしょ

うかね。 

○議長（濱野茂樹君） 森田課長。 

○住民生活課長（森田連三君） 中嶋議員のご質問にお答えいたします。 

 ８月１７日現在で全国的な集計がなされました。それによりますと、伊根町の申請件数は

３６．２％、交付枚数は２９．４％となっております。大変全国的にも低い数値ではございます。 

 ただ、地区回りを始めましたのが、８月１７日以降、翌週の月曜日２２日からでございまして、

それから１２６件受付をさせていただいておりますので、申請のパーセンテージとしましては、

６％ほど上昇しておるところでございます。今年度といいますか、９月中には５０％に乗せていき

たいと考えております。 

 また、３月末で１００％を目指すと国がおっしゃっておられるんですけれども、現実問題として

は非常に厳しいであろうと思っております。 

 今現在うちのほうが、交付率は低いんでございますが、これから先は、都市部のほうで数字が伸

び悩んでいくであろうと私は考えております。ですので、最終的にはうちらのほうが高い交付率に

なるであろうと考えておりますが、１００％というのは現実問題として厳しいかと考えております。 

○議長（濱野茂樹君） ４番、中嶋議員。 

○４番（中嶋 章君） マイナンバーカードを取得すると、９月末までに申し込むと、健康保険証

登録と銀行口座を登録すると、新規ですると２万円のポイントが付与されるというふうに聞いてい

るんですけれども、もう既に取得されている方は、健康保険と口座登録で１万５，０００円ですか、

というふうに聞いているんですけれども、そのメリットというんですか、それが住民にはなかなか、

まだ伝わっていないんじゃないかなと思うんですけれどもね。 

 ９月過ぎると、これはもうポイント付与はされない、まだ延長されるんでしょうか。その辺はど

ういうふうになっているんでしょうか。 

○議長（濱野茂樹君） 森田課長。 

○住民生活課長（森田連三君） 今年、年度が始まった頃までは、基本的に国のほうから言われて

おりましたのも、希望者に申請をしていただくということでございました。ただ、６月頃からちょ

っと様相が変わりまして、非常に強く国のほうからも要請を受けて、それから、うちのほうでも取

組を始めたということでございます。 
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 住民の皆さんに、あまりそういった情報が伝わっておらないというのは、国の広報にお任せをし

ておったというところが非常に大きいんでございますけれども、先月８月号から、見開き１ページ

で広報紙に掲載をさせていただいておりますし、「いねばん」のほうでも申請受付をさせていただ

きますということで、お流しをさせていただいておるところでございます。 

 ９月末までに申請受付をした方がマイナポイントの対象になるということでございますけれども、

その期間については、延長されるかどうかというのは、私どものほうも京都府の担当課のほうに問

い合わせてはおるんですけれども、先日、つい二、三日前の話であっても、まだ国からそういう話

は入ってきていないということでお聞きをしております。 

 ただ、期間が延長されるのではないかという期待は、正直思っておりますので、そうなりました

らまた、引き続き住民の皆さんに、マイナポイントを取得していただくようにお手伝いをさせてい

ただきたいと考えております。 

○議長（濱野茂樹君） ４番、中嶋議員。 

○４番（中嶋 章君） 度々すみません、これは出張の交付の申込みは、９月以降もまだ、３月、

今年度いっぱい、個別で各地区回られるというふうに考えておられるんでしょうか。 

○議長（濱野茂樹君） 森田課長。 

○住民生活課長（森田連三君） マイナンバーカードそのものが、９月末以降に申請したら役に立

たないとかいうものではございませんし、うちのほうも交付率をやはり上げていく必要があると考

えておりますので、地域のほうからそういうご要望をいただきましたら、一度開催をさせていただ

いた地区であっても、再度お伺いをしたいと思っております。 

○議長（濱野茂樹君） ６番、大谷議員。 

○６番（大谷 功君） １９ページの特別職報酬審議会費ですが、今後の開催の日程と、それから

委員のメンバーがお知らせできるようでしたら、聞かせていただきたいと。それから、審議会の議

案ですが、議員だけの報酬の審議になるのか、またそのほかの特別職の報酬についても提案がされ

るのか、ちょっとそこらをお聞かせください。 

○議長（濱野茂樹君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 現時点で、事務担当として考えておりますスケジュールなんですけれ

ども、この予算をご可決いただきました後に、人選をさせていただきたいと思っております。 

 これまでの例でございますと、町内の方々でということで、公共的機関等あるいは地域住民の代

表の方、こういう基準で委嘱をさせていただくという前例でございますので、例えば区長協議会長

様の中から何名か、あるいは、これまでの例でいきますと、公共的団体の長の方、会長さんである

とか、そういった方々をご委嘱申し上げることになるのかなというふうに考えております。 

 また、その人選の後に会議を開催、諮問させていただいて、条例案につきましては、１２月議会

で提案させていただけるスケジュールに持っていきたいなというふうには考えております。 

 次に、どういった特別職のかということなんですけれども、現在進めておりますのは、ご要望を

頂戴いたしました議員報酬のみで、現在は検討させていただいております。 

○議長（濱野茂樹君） ７番、松山議員。 

○７番（松山義宗君） 歳入のほうでちょっとお伺いしたいんですが、学校管理費補助金のところ

で２５３万７，０００円の減額となっておるんですが、これ、すみません、もう一度説明お願いで

きますでしょうか。 

○議長（濱野茂樹君） 増井次長。 

○教育次長（増井和彦君） それでは、松山議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

 歳入の減額についてです。 

 当初、ＧＩＧＡサポーターの支援員について、配置の補助金を頂く予定にしておりました金額が

３０２万５，０００円でございました。ところが、交付決定をされました金額が４８万

８，０００円だったという内容でございます。減額としましてというか、差額としましては、

２５３万７，０００円の減額になってしまったということでございます。 

○議長（濱野茂樹君） １番、和田議員。 

○１番（和田義清君） すみません、私も歳入のほうで、１３ページのところですね。 
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 「京の米」イノベーション事業補助金で３１７万円増額されていますけれども、これは、事業自

体に新たな見直しというか追加事業があって、それが認められてこの部分が追加でされたと、そう

いう認識でよろしいですか。 

○議長（濱野茂樹君） 橋本課長。 

○地域整備課長（橋本利将君） 和田議員のご質問にお答えします。 

 農業者団体から今回要望を受けまして、新たに１事業、コンバイン導入を要望しまして、補助額

を計上したものでございます。 

○議長（濱野茂樹君） ほかに質疑はございませんか。質疑なしの声がありますが、これで質疑を

終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたします。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしの声がありますが、これにて討論を終

わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、討論は終結いたします。 

 これから議案第５０号 令和４年度伊根町一般会計第３回補正予算を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 休憩いたします。 

 １０時５５分まで休憩といたします。 

休憩 １０時４４分 

再開 １０時５５分 

○議長（濱野茂樹君） 再開します。休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

◎ 日程第７ 議案第５１号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第７、議案第５１号 令和４年度伊根町国民健康保険特別会計第１回

補正予算を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５１号 令和４年度伊根町国民健康保険特別会計第１回補正予算で

ございます。 

 ３５ページをお願いいたします。 

 事業勘定の歳入歳出予算総額に３，４８２万５，０００円を追加し、３億７，４６４万

９，０００円とするものでございます。 

 ３６、３７ページをお願いいたします。 

 歳入です。 

 ６款府支出金 １項府補助金３，４８２万５，０００円の増額です。 

 ３８、３９ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 ２款保険給付費 １項療養諸費３，４５３万３，０００円の増額です。 

 ９款諸支出金 ３項繰出金２９万２，０００円の増額です。 

 ３５ページにお戻りください。 

 伊根診療所勘定の歳入歳出予算総額に３８０万６，０００円を追加し、１億１，６１２万

３，０００円とするものでございます。 

 ４８、４９ページをお願いいたします。 

 歳入です。 

 ５款府支出金 １項府補助金３８０万６，０００円の増額です。 

 ５０ページ、５１ページをお願いいたします。 

 歳出です。 
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 ２款１項医業費３８０万６，０００円の増額です。新型コロナウイルス感染症の速やかな診断を

実施するため、ＰＣＲ検査装置を導入するものでございます。 

 ３５ページにお戻りください。 

 本庄診療所勘定の歳入歳出予算総額に９８万円を追加し、６，６６５万４，０００円とするもの

でございます。 

 ６０、６１ページをお願いいたします。 

 歳入です。 

 ８款繰入金 １項他会計繰入金１８万８，０００円の増額、３項事業勘定繰入金２９万

２，０００円の増額です。 

 １１款町債 １項町債５０万円の増額です。 

 ６２、６３ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 ２款医業費 １項医業費９８万円の増額です。超音波画像診断装置の導入に要する経費でござい

ます。 

 ６４、６５ページをお願いいたします。 

 第２表地方債の補正でございます。超音波画像診断装置の特別調整交付金充当残分に過疎対策事

業債を発行するものでございます。 

 細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜わりますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 森田課長。 

○住民生活課長（森田連三君） 議案第５１号 令和４年度伊根町国民健康保険特別会計第１回補

正予算について説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。 

 １番、和田議員。 

○１番（和田義清君） すみません、２点お尋ねします。 

 １点は、先ほど、非常に詳細なＰＣＲの判定装置のことをご説明していただきました。 

 基本的なことなんですけれども、その装置というのは、ＰＣＲ、いわゆる新型コロナの判定器だ

けにしか使えないので、今後も減らないであろう、例えばインフルエンザ等にも使えるものなのか

どうかというのがまず１点と、先ほど説明していただきました７３ページの超音波の、いわゆる小

型のエコー装置、タブレット等でも見られるという、往診にも使用されるということでご説明いた

だいたんですけれども、これはもともとあったものなのか、それを更新したものか、新たに導入し

たものか、その２点についてお尋ねします。 

○議長（濱野茂樹君） 森田課長。 

○住民生活課長（森田連三君） 遺伝子解析装置のほうでございますけれども、試薬を変えること

で、今後、インフルエンザウイルスの解析もできるということでございます。ただし、まだメーカ

ー側のほうで試薬が開発途中ということで、現在のところは、インフルエンザのほうには対応はし

ておりません。 

 それから、２点目のエコーでございますが、現在、伊根診療所のほうに同様の器械がございまし

て、実は、診察日ごとに看護師が持ち運んで、本庄に持っていき、伊根に持って帰りということを

ずっと繰り返しておりました。ですので、やはり施設ごとに必要な医療器具でございますので、本

庄診療所のほうでも整備をさせていただくということと、機器の有効性については、これまでから

十分認識をしておったものでございますので、今回補正でお願いをするものでございます。 

○議長（濱野茂樹君） ６番、大谷議員。 

○６番（大谷 功君） 関連で、伊根診療所勘定の５９ページ、備品購入費ですが、今、エアコン

にしても車にしても、機械類がなかなか入ってこないという状況なんですけれども、このＰＣＲ検

査装置の導入の時期、それから、運用されるのはいつ頃からになるのか、そこらが分かっておれば、

聞かせてください。 

○議長（濱野茂樹君） 森田課長。 
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○住民生活課長（森田連三君） 入札につきましては、先月、実は終了しております。その段階で、

メーカーのほうから納期についてお伺いをしましたところ、９月の中下旬であるということでお聞

きをしております。したがいまして、実際使用できるのは、１０月に入ってからになるであろうと

考えております。 

○議長（濱野茂樹君） ほかに質疑はありませんか。質疑なしの声がありますが、これで質疑を終

わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたします。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。よって、討論は終結いた

します。 

 これから議案第５１号 令和４年度伊根町国民健康保険特別会計第１回補正予算を採決いたしま

す。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第８ 議案第５２号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第８、議案第５２号 令和４年度伊根町簡易水道特別会計第１回補正

予算を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５２号 令和４年度伊根町簡易水道特別会計第１回補正予算につい

てでございます。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額に１４０万円を追加し、１億４，８１０万５，０００円とするものでございま

す。 

 ７６、７７ページをお願いいたします。 

 歳入です。 

 ８款町債 １項町債１４０万円の増額です。 

 ７８、７９ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 ２款衛生費 １項簡易水道改良費１４０万円の増額は、中央伊根簡水本庄浄水場の取水予備ポン

プを設置するものです。河川水位の変動時などに取水量が変動するため、必要な水量を確保するた

めのものでございます。 

 ８０、８１ページをお願いいたします。 

 第２表地方債の補正です。ただいま説明申し上げました本庄浄水場の改良によるものでございま

す。 

 担当課長からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、ご可決賜わります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑なしの声がありますが、これにて質疑を終

わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたします。 

 お諮りいたします。討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、討論は終結いたします。 

 これから議案第５２号 令和４年度伊根町簡易水道特別会計第１回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 
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◎ 日程第９ 議案第５３号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第９、議案第５３号 伊根町職員の育児休業等に関する条例の一部改

正についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５３号 伊根町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

でございます。 

 地方公務員の育児休業等に関する法律など関係法令が改正され、本年１０月１日から施行される

ため、伊根町職員の育児休業等に関する条例について、所要の改正を行うものでございます。 

 細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜わりますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 議案第５３号 伊根町職員の育児休業等に関する条例の一部改正につ

いて説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑なしの声がありますが、これにて質疑を終

わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたします。 

 お諮りいたします。討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、討論は終結いたします。 

 これから議案第５３号 伊根町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１０ 議案第５４号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１０、議案第５４号 伊根町公共残土処分場の設置及び管理に関す

る条例の一部改正についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５４号 伊根町公共残土処分場の設置及び管理に関する条例の一部

改正についてでございます。 

 残土処分場使用料の改定を行うため、所要の改正を行うものでございます。 

 細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜わりますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 橋本課長。 

○地域整備課長（橋本利将君） 議案第５４号 伊根町公共残土処分場の設置及び管理に関する条

例の一部改正について説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。１番、和田議員。 

○１番（和田義清君） 料金改定ということで、特に問題はないと思うんですけれども、附則の

２ページの令和５年４月１日から施行というのは、今、搬入率が８０％を超えている段階で、工事

状況によって、どこまですぐに埋まるかというのは、ちょっとまだ未定なんですけれども、あえて

これは、近隣への広報も含めて４月１日というふうにされたというご説明なんですけれども、議会

通った時点ですぐに、これは施行するというものにはならないものなんですか。 

○議長（濱野茂樹君） 橋本課長。 

○地域整備課長（橋本利将君） 和田議員のご質問にお答えします。 

 現時点までの間で、一応構想はございましたが、どこにもまだアナウンスはしていない状況です。

この時点でいきなり料金改定を行いますと、現在発注中の工事が、全ての公共工事が、土砂の金額

がその時点から変更になっていくという混乱を招くため、事前に周知を行う必要があると。事前に

周知を行うためには、まず議会の議決を受けてから周知をするということで、今回９月提案とさせ
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ていただいたところでございます。 

 以上です。 

○議長（濱野茂樹君） ほかに質疑はございませんか。質疑なしの声がありますが、これにて質疑

を終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたします。 

 お諮りいたします。討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、討論は終結いたします。 

 これから議案第５４号 伊根町公共残土処分場の設置及び管理に関する条例の一部改正について

を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１１ 議案第５５号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１１、議案第５５号 伊根町公共残土処分場使用料管理基金条例の

一部改正についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５５号 伊根町公共残土処分場使用料管理基金条例の一部改正につ

いてでございます。 

 基金の処分対象である公共工事の範囲を明確にするため、所要の改正を行うものでございます。 

 細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜わりますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 橋本課長。 

○地域整備課長（橋本利将君） 議案第５５号 伊根町公共残土処分場使用料管理基金条例の一部

改正について説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑なしの声がありますが、これにて質疑を終

わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたします。 

 お諮りいたします。討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、討論は終結いたします。 

 これから議案第５５号 伊根町公共残土処分場使用料管理基金条例の一部改正についてを採決い

たします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１２ 議案第５６号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１２、議案第５６号 令和３年度亀島本庄浜線法面防災工事（津母

工区）その２変更請負契約の締結についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５６号 令和３年度亀島本庄浜線法面防災工事（津母工区）その

２変更請負契約の締結についてでございます。 

 契約の締結に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜わりますよ
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うお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 橋本課長。 

○地域整備課長（橋本利将君） 議案第５６号 令和３年度亀島本庄浜線法面防災工事（津母工区）

その２変更請負契約の締結について説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。１番、和田議員。 

○１番（和田義清君） すみません、工事箇所の場所の確認なんですけれども。これは泊の船着場

から津母に向かう坂道のところの、津母に向かって左側ののり面のところの場所ですね。 

○議長（濱野茂樹君） 橋本課長。 

○地域整備課長（橋本利将君） はい、そうです。平面図をご覧いただきますと、一番右のちょっ

と図面がぼやけておる辺りからが、津母集落に入っていく辺りの道となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（濱野茂樹君） ほかに質疑はありませんか。４番、中嶋議員。 

○４番（中嶋 章君） すみません、ちょっと確認なんですけれども、平面図でこの青い部分は、

もう既に１回目の工事で、赤い変更の部分、このネットというか、認識でいいんでしょうか。あと、

この赤い、まだ右の先のほうは、これは工事は必要でないんでしょうか。その辺ちょっとご説明を

お願いいたします。 

○議長（濱野茂樹君） 橋本課長。 

○地域整備課長（橋本利将君） 先ほどのご質問ですが、まず青のところが、先ほど申し上げまし

たとおり、契約済みの工事箇所になりまして、そこからさらに延伸して、赤いところの落石防護網

のネットが張られるという形になっております。 

 先ほど、最後に申し上げました令和４年度の別途発注済み工事といいますのが、この赤色の施工

箇所から、平面図でいう右側の終点にかけてを行う事業として、発注済みの箇所になっておりまし

て、今回のこの平面図には載せておりませんが、こちらのほうも事業実施として、今進めておる状

況となっております。 

 以上でございます。 

○議長（濱野茂樹君） ほかに質疑はありませんか。質疑なしの声がありますが、これにて質疑を

終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたします。 

 お諮りいたします。討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、討論は終結いたします。 

 これから議案第５６号 令和３年度亀島本庄浜線法面防災工事（津母工区）その２変更請負契約

の締結についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１３ 議案第５７号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１３、議案第５７号 伊根町伊根浦公園の指定管理者の指定につい

てを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５７号 伊根町伊根浦公園の指定管理者の指定についてでございま

す。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により指定管理者を指定したいので、議会の議決を求め

るものでございます。 

 現在の指定管理者である一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社伊根地域本部を引き続き

指定しようとするものでございます。 
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 細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜わりますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） 千賀課長。 

○企画観光課長（千賀和孝君） 議案第５７号 伊根町伊根浦公園の指定管理者の指定について説

明（担当課長説明記載省略） 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑なしの声がありますが、これにて質疑を終

わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたします。 

 お諮りいたします。討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、討論は終結いたします。 

 これから議案第５７号 伊根町伊根浦公園の指定管理者の指定についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１４ 議案第５８号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１４、議案第５８号 教育委員会教育長の任命についてを議題とし

ます。 

 岩佐教育長の退場を求めます。 

（教育長 岩佐好正君退場） 

○議長（濱野茂樹君） 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５８号 教育委員会教育長の任命についてでございます。 

 現職の教育長が令和４年９月３０日で任期満了となることから、引き続き岩佐好正氏を教育委員

会教育長に任命するため、議会の同意を求めるものでございます。 

 人事案件であり、担当課長等からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、

ご同意賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） お諮りいたします。本件は人事案件であります。討論等を省略し、直ちに

採決に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。討論等を省略します。 

 これから議案第５８号 教育委員会教育長の任命についてを採決いたします。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本件は同

意することに決定いたしました。 

 休憩いたします。 

休憩 １１時４７分 

再開 １１時４７分 

○議長（濱野茂樹君） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 日程第１５ 議案第５９号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１５、議案第５９号 教育委員会委員の任命についてを議題としま

す。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第５９号 教育委員会委員の任命についてでございます。 

 現職の委員１名が令和４年９月３０日で任期満了となることから、引き続き小南栄作氏を教育委

員会委員に任命するため、議会の同意を求めるものでございます。 

 人事案件であり、担当課長等からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、

ご同意賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしの声があります

が、これにて質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思

いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから議案第５９号 教育委員会委員の任命についてを採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本件は同

意することに決定いたしました。 

 

◎ 日程第１６ 議案第６０号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１６、議案第６０号 公平委員会委員の選任についてを議題といた

します。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６０号 公平委員会委員の選任についてでございます。 

 現職の委員１名が令和４年９月３０日で任期満了となることから、新たに泉吉広氏を公平委員会

委員に選任するため、議会の同意を求めるものでございます。 

 人事案件であり、担当課長等からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、

ご同意賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしの声があります

が、これにて質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思

いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。討論を省略いたします。 

 これから議案第６０号 公平委員会委員の選任についてを採決いたします。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本件は同

意することに決定いたしました。 

 

◎ 日程第１７ 議案第６１号 

○議長（濱野茂樹君） 日程第１７、議案第６１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

いたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６１号 人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 

 現職の委員１名が令和４年１２月３１日で任期満了となることから、引き続き芦原孝野氏を候補

者に推薦するため、議会の同意を求めるものでございます。 

 人事案件であり、担当課長等からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、

ご同意賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱野茂樹君） これから質疑を行います。質疑なしの声がありますが、これにて質疑を終

わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思

いますが、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（濱野茂樹君） 異議なしと認めます。討論を省略いたします。 

 これから議案第６１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 

 本件は本案による者を適任と認めることに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、

本件は本案による者を適任と認めることに決定いたしました。 

 

◎ 散  会 

○議長（濱野茂樹君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさまでした。 

 なお、９月８日木曜日の全員協議会は午前９時３０分から開催いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

散会 １１時５３分 
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